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クレームの文言が複数の「平易で通常の意味」を有する場合、 

その文言の明瞭な意味を論点として訴訟時に提起すべきことが示された CAFC判例 
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１．はじめに 

USPTOは、"Broadest Reasonable Interpretation" (BRI) standardに基づいて、クレームの

解釈をします。AIA 下の Inter Partes Review (IPR) や Post-Grant Review (PGR) も、BRI 

standardに基づいてクレームが解釈されます。なお、米国の連邦裁判所では、"actual meaning 

to a person having ordinary skill in the art"に基づいてクレームが解釈されますので、連邦裁

判所は、クレームを USPTOよりも狭く解釈する傾向にあります。 

 

クレームは、また、「平易で通常の意味（"plain and ordinary meaning"）」に文言解釈すべ

きとも言われています。米国連邦最高裁判所は、判例において、プロセキューションにおい

て、平易で通常の意味にクレームの文言を解釈するよりも、可能な限り広い意味に解釈すべき

という考え方に従い、その解釈を行う旨の判断も下しています。 

 

 クレームの文言が複数の「平易で通常の意味」を有する場合、特定の一つの「平易で通常の意

味」でクレームを解釈することは不十分です。ところが、本件においては、十分であると認定さ

れました。どのような場合に、十分であると認定されるのかについて、以下に説明します。 
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